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株式会社日本政策金融公庫法（案）のポイント

★ 「行政改革推進法」及び「政策金融改革に係る制度設計」 の基本方針を法案
化

★ 国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力
銀行（国際金融）を統合。
⇒「株式会社日本政策金融公庫」が平成20年10月1日に発足

目 的・・・新機関の機能及び民業補完の趣旨等を明記
組 織・・・政府全額株式保有の特殊会社
会計経理・・・主要施策毎に勘定区分
業 務・・・行革推進法等における業務限定を忠実に反映
国民一般 ：教育貸付の貸付対象範囲の縮小
農林水産業者：大企業向け等の食品産業貸付を廃止
中小企業者 ：中小企業に関する重要な施策の目的に従って行われるものに限定

（一般貸付を廃止）
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沖縄振興開発金融公庫法改正案のポイント①
～業務関係～

★本土公庫見合い業務 ⇒本土同様の見直し
★沖縄独自制度、特利制度⇒存続

【産業開発資金】 範囲の明定（政策投資銀行見合い業務廃止）
・・・・法19条1号〈融資〉、同号の2〈出資〉

【教 育 資 金】 所得制限の変更
・・・・法19条2号

【中小企業資金】 「特定資金」存続（「基本資金」廃止）
・・・・法19条5号

＊【生業・恩給担保資金】法19条2号、【住宅資金】法19条3号、 【農林漁業
資金】法19条4号、【医療資金】法19条6号、【生活衛生資金】法19条7号、
【附帯業務】法19条8号 ⇒変更なし
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沖縄振興開発金融公庫法改正案のポイント②
～その他～

★日本政策金融公庫法（案）の施行に伴う所要の整備

【用語の意義】 「小口の事業資金」等の用語の定義
・・・・法19条2項各号

【業務の受託】 機能拡充される証券化支援業務の受託
・・・・法21条

【予算及び決算】 「公庫の予算及び決算に関する法律」の名称等
・・・・法19条5号

3



（ 参 考① ） 政策金融改革の流れ
＜基本方針の決定＞

現在（平成16年度末） 〇現行8機関（90.2兆円） ※数字は貸出残高

新体制

『政策金融改革の基本方針』
経済財政諮問会議(H17.11.29)

『政策金融改革の基本方針』
経済財政諮問会議(H17.11.29)

『行政改革の重要方針』
閣議決定(H17.12.24）

『行政改革の重要方針』
閣議決定(H17.12.24）

『行政改革推進法』成立
(H18.5.26)

『行政改革推進法』成立
(H18.5.26)

-新政策金融機関
-完全民営化機関
-廃止機関
-危機対応体制

新体制への移行
⇒（平成20年10月）
新体制への移行
⇒（平成20年10月）

・政策金融の機能の見直し、縮減
・対GDP比半減目標
・政策金融機関の再編の基本方針
①5機関を統合し、一つの新政策金融機関へ
②商工中金と政策投資銀行は完全民営化
③公営企業金融公庫を廃止
・危機対応体制の整備
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注）沖縄振興開発金融公庫は
平成24年度以降に統合

㈱日本政策金融公庫(H20.10発足)

『政策金融改革の制度設計』
⇒政策金融改革推進本部で決定
（H18.6.27）

『政策金融改革の制度設計』
⇒政策金融改革推進本部で決定
（H18.6.27）

『株式会社日本政策金融公庫法等の法案提出』
⇒今通常国会提出 （平成19年2月27日閣議決定）



（参考②）沖縄公庫の組織について

政策金融改革に係る制度設計（抜粋）
（平成18年6月27日 政策金融改革推進本部決定・行政改革推進本部決定）

沖縄振興開発金融公庫の業務については、平成20年度にお
いて本土公庫見合いの業務について、沖縄独自制度、特利制
度を除き、本土と同様の扱いとする。同公庫は、現行「沖縄
振興計画」（平成14年7月9日内閣総理大臣決定）の最終年次
である平成23年度までは、公庫として残し、それ以降は、沖
縄振興策と一体となって、自己完結的機能を残しつつ、新政
策金融機関に統合する。

引き続き
おきなわ公庫を
ごひいきに！


